
第25回
定時株主総会
招集ご通知
議決権
行使期限

2023年11月14日（火曜日）
午後６時まで

【 株主の皆様へのお知らせ 】
当日ご出席されない株主様は、書面（郵送）又は
インターネット、スマート行使による議決権行使
をご活用ください。

また、本株主総会の招集に際して、株主総会参考
書類等の内容である情報について電子提供措置を
とっており、インターネット上のウェブサイトに
情報を掲載しております。詳しくは１ページをご
参照ください。

【スマートフォンでの議決権行使は
「スマート行使」をご利用ください。】

「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログ
インQRコード」を読み取りいただくことにより、
「議決権行使コー
ド」及び「パスワ
ード」を入力せず
にアクセスできま
す。

証券コード 9414

■日時 2023年11月15日（水曜日）午前10時
（午前９時開場）

■場所 東京都千代田区大手町一丁目３番７号
日経ビル３階 日経ホール
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証券コード 9414
2023年10月30日

（電子提供措置の開始日2023年10月24日）
株 主 各 位

東京都千代田区神田駿河台二丁目５番地

代表取締役社長 近藤 和行
第25回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第25回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第25回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト https://corp.bs11.jp/ir/

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも
掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスし
て、銘柄名（会社名）または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」
を選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席されない株主様におかれましては、後記の「株主総会参考書類」をご検討の
うえ、「議決権行使についてのご案内」（3ページに記載）に従って、書面（郵送）又はインター
ネットにより2023年11月14日（火曜日）午後６時までに議決権を行使くださいますようお願
い申し上げます。
［インターネットによる議決権行使の場合］
当社指定の議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示さ
れた「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議
案に対する賛否をご入力ください。
インターネットによる議決権行使に際しましては、3ページの「議決権行使についてのご案内」
をご確認くださいますようお願い申しあげます。
［郵送による議決権行使の場合］
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するよ
うご返送ください。

敬具
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記
１．日 時 2023年11月15日（水曜日）午前10時（午前９時開場）
２．場 所 東京都千代田区大手町一丁目３番７号 日経ビル３階 日経ホール

（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
３．会議の目的事項
〈報告事項〉 １．第25期（2022年９月１日から2023年８月31日まで）事業報告の内容、連結計

算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第25期（2022年９月１日から2023年８月31日まで）計算書類の内容報告の件

〈決議事項〉 第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役８名選任の件

その他招集ご通知に関する事項
・電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第15条第2項の規定に
基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。した
がいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、監査報告を作成
するに際し、監査役及び会計監査人が監査した書類の一部であります。
① 事業報告の「会社の体制及び方針」「内部統制システムの運用状況の概要」
② 連結計算書類の「連結注記表」
③ 計算書類の「個別注記表」

・電子提供措置事項に修正すべき事項が生じた場合は、前記インターネット上の当社ウェブサイ
ト及び東証ウェブサイトにその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。
・本株主総会の運営に変更が生じた場合は、前記インターネット上の当社ウェブサイトへの掲載
により、お知らせいたします。
・本株主総会の議決権の行使結果は、臨時報告書により、インターネット上で、EDINET*に掲
載されるとともに、当社ウェブサイトにおいても開示されます。これらをもって決議ご通知に代
えさせていただきますので、ご了承ください。
*注 EDINETウェブサイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)

以 上
…………………………………………………………………………………………………………………
※当日ご出席される場合は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願

い申し上げます。また、議事資料としてこの「招集通知」をご持参くださいますようお願い申し上げます。
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議決権行使についてのご案内

株主総会ご出席 書面（郵送） インターネット

株主総会における議決権は株主の皆様の大切な権利でございます。
議決権の行使には以下の３つの方法がございます。
後記の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、書面（郵送）又はインターネット、スマート行

使により議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

同封の議決権行使書用紙を
会場受付にご提出くださ
い。

日 時

2023年11月15日（水曜日）

午前10時（午前９時開場）

同封の議決権行使書用紙に
議案に対する賛否をご表示
のうえ、切手を貼らずにご
投函ください。議決権行使
書面において、議案に賛否
の表示がない場合は、賛成
の意思表示をされたものと
して取り扱わせていただき
ます。

行使期限

2023年11月14日（火曜日）

午後６時到着分まで

次ページのご案内に従っ
て、議案の賛否をご入力く
ださい。スマートフォンか
らはQRコードでも行使可
能です。

行使期限

2023年11月14日（火曜日）

午後６時入力完了分まで
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インターネットによる議決権行使のご案内
１．「スマート行使」による方法
（１）同封の議決権行使書用紙右片に記載のＱＲコード※１をスマートフォン等※２でお読み取りいただき、当社

指定の「スマート行使」ウェブサイトへアクセスしたうえで画面の案内に従って賛否をご入力ください
（議決権行使コード（ＩＤ）及びパスワードのご入力は不要です）。

（２）「スマート行使」による議決権行使は１回に限らせていただきます。
議決権行使後に賛否を修正される場合は、次ページに記載の方法により再度ご行使いただく必要があり
ます。
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２．議決権行使コード（ＩＤ）・パスワード入力による方法
（１）当社指定の「議決権行使ウェブサイト」（下記ＵＲＬ）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用

紙右片の裏面に記載の議決権行使コード（ＩＤ）及びパスワードにてログインのうえ、画面の案内に従っ
て賛否をご入力ください。なお、パスワードは初回ログインの際に変更していただく必要があります。

https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

（２）議決権行使コード（ＩＤ）及びパスワード（株主様が変更されたものを含みます）は株主総会の都度、新
たに発行いたします。

（３）パスワードは、ご行使される方が株主様ご本人であることを確認する手段ですので大切にお取り扱いくだ
さい。パスワードを当社（株主名簿管理人）よりおたずねすることはありません。

（４）パスワードは一定回数以上連続して誤ったご入力をされると使用できなくなります。その場合、画面の案
内に従ってお手続きください。

３．ご注意
（１）議決権の行使期限は2023年11月14日（火曜日）午後６時となっております。行使期限内に当社（株主

名簿管理人）に到着したものが有効となりますので、お早めにご行使いただきますようお願いいたしま
す。

（２）議決権を議決権行使書面とインターネットの双方でご行使いただいた場合は、インターネットによるもの
を有効とします。インターネットにより複数回ご行使いただいた場合は、最後にご行使いただいたものを
有効とします。

（３）インターネット接続・利用に関する費用は株主様のご負担となります。
（４）インターネットによる議決権行使の各方法は一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っており

ますが、お使いの機器やその状況によってはご利用いただけない場合があります。
４．お問い合わせ先について

ご不明の点は、株主名簿管理人であるみずほ信託銀行 証券代行部までお問い合わせください。
【「スマート行使」「議決権行使ウェブサイト」の操作方法等に関するお問い合わせ先】

フリーダイヤル 0120-768-524（9：00～21：00 年末年始を除く）
【上記以外のご登録の住所・株式数のご照会などは、下記にお問い合わせください。】

フリーダイヤル 0120-288-324（平日 9：00～17：00）
以上

※１．「ＱＲコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※２．ＱＲコードを読み取れるアプリケーション（又は機能）が導入されていることが必要です。
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株主総会参考書類
議案及び参考事項
第25期業績サマリー（2022年9月1日から2023年8月31日まで）
・連結損益計算書の概要（単位：百万円）

2022年
8月期

2023年8月期

実績 前期比 増減額 計画 計画比 増減額

売上高 12,250
(100.0%)

12,417
(100.0%) ＋1.4% ＋166 12,500

(100.0%) ▲0.7% ▲82

売上総利益 6,312
(51.5%)

5,931
(47.8%) ▲6.0% ▲381 － － －

営業利益 2,394
(19.5%)

1,983
(16.0%) ▲17.2% ▲410 1,810

(14.5%) ＋9.6% ＋173

経常利益 2,395
(19.6%)

2,015
(16.2%) ▲15.9% ▲380 1,810

(14.5%) ＋11.3% ＋205

親会社株主に帰属する
当期純利益

1,599
(13.1%)

1,386
(11.2%) ▲13.3% ▲213 1,255

(10.0%) ＋10.5% ＋131

・損益計算書の概要（単位：百万円）

2022年
8月期

2023年8月期

実績 前期比 増減額 計画 計画比 増減額

売上高 11,547
(100.0%)

11,625
(100.0%) ＋0.7% ＋78 11,800

(100.0%) ▲1.5% ▲174

売上総利益 5,991
(51.9%)

5,558
(47.8%) ▲7.2% ▲433 － － －

営業利益 2,402
(20.8%)

1,970
(17.0%) ▲18.0% ▲431 1,800

(15.3%) ＋9.5% ＋170

経常利益 2,406
(20.8%)

1,974
(17.0%) ▲18.0% ▲432 1,802

(15.3%) ＋9.6% ＋172

当期純利益 1,629
(14.1%)

1,362
(11.7%) ▲16.4% ▲267 1,228

(10.4%) ＋10.9% ＋134
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第１号議案 剰余金の処分の件
当社は、株主の皆様への適正な利益配当を最も重要な経営課題の一つと考えております。

財務体質の強化と内部留保の充実を考慮し、将来の事業拡大等を総合的に勘案したうえで、
業績に応じ継続的に安定した利益配当を実施することを利益配当の基本方針としています。
このような方針のもと、当期の期末配当につきましては、以下のとおり、１株につき前期比
6円の増配とし、26円といたしたいと存じます。

（1）配当財産の種類
金銭といたします。

（2）株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき26円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は、463,044,270円となります。

（3）剰余金の配当が効力を生ずる日
2023年11月16日といたしたいと存じます。
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第２号議案 取締役８名選任の件
現取締役８名全員が本総会終結の時をもって任期満了となりますので、新任候補者2名を

含む取締役８名の選任をお願いするものであります。なお、候補者の指名にあたっては、取
締役会の諮問により構成員の半数を社外役員が占め、独立社外取締役が委員長を務める指名
委員会にて審議し、その答申に基づき決定しております。取締役候補者は次のとおりであり
ます。

候補者番号 性別 氏 名 現在の地位及び担当

1 男
さい とう とも ひさ

齋藤 知久
代表取締役会長
経営全般担当 再任

2 男
こん どう かず ゆき

近藤 和行
代表取締役社長 社長執行役員
経営全般、営業統括、経営戦略局、
人事局担当

再任

3 男
た さき かつ や

田﨑 勝也
取締役専務執行役員
新規事業創造、営業局、営業推進局、
アニメbiZ局、配信コンテンツbiZ局、
トータルマーケティング＆PR局担当

再任

4 男
まつ とも だい すけ

松友 大輔
執行役員
コンテンツ戦略局長 新任

5 女
あ く い か おり

阿久井 香織
執行役員
営業推進局長 新任

6 女
やま ぐち かおり

山口 香 取締役 再任 社外 独立

7 男
むら た ひろ ふみ

村田 博文 取締役 再任 社外 独立

8 男
ひ ぐち まさ と

樋口 眞人 取締役 再任 社外 独立
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取締役候補者の専門性と経験

候補者
番号 候補者の氏名

経験・専門性の強み/特に貢献が期待される領域

企業経営
経営戦略

人事
労務
人材開発

法務
コンプラ
イアンス

財務
会計

営業戦略
マーケテ
ィング

IT・
デジタル

報道・
コンテン
ツ

サステナ
ビリティ

1 さい とう とも ひさ

齋藤 知久 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2 こん どう かず ゆき

近藤 和行 〇 〇 〇 〇 〇 〇

3 た さき かつ や

田﨑 勝也 〇 〇 〇 〇 〇

4 まつ とも だい すけ

松友 大輔 〇 〇 〇 〇

5 あ く い か おり

阿久井 香織 〇 〇 〇 〇

6 やま ぐち かおり

山口 香 〇 〇 〇 〇

7 むら た ひろ ふみ

村田 博文 〇 〇 〇 〇

8 ひ ぐち まさ と

樋口 眞人 〇 〇 〇 〇
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再 任

候補者
番号

１
さい とう とも ひさ

齋藤 知久
生年月日

1949年１月18日生

取締役会への出席状況
18/18

所有する当社の株式の数
9,600株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1978年11月 小西六写真工業株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）入社
1987年 4 月 Konica Singapore,Pte.Ltd. 代表取締役社長
2000年 6 月 コニカマーケティング株式会社 代表取締役社長
2003年 6 月 コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役
2005年 4 月 Konica Minolta Photo Imaging U.S.A. Inc. 代表取締役社長

2006年 5 月
コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役 兼 コニカミノルタビジネステクノロジー
ズ株式会社 取締役

2009年 6 月 株式会社ビックカメラ 入社
2009年 6 月 当社出向 執行役員営業担当
2009年11月 当社取締役営業局長 兼 営業開発部長
2014年 9 月 当社代表取締役副社長
2015年 3 月 当社代表取締役会長
2015年11月 当社代表取締役会長 兼 社長 経営戦略局担当
2018年11月 当社代表取締役会長 兼 CEO 経営全般担当
2021年11月 当社代表取締役会長 兼 CEO CEO執行役員 経営全般、経営戦略局担当
2022年 9 月 当社代表取締役会長 経営全般担当（現任）

取締役候補者とした理由

齋藤知久氏は、経営者としての豊富な経験を有していると共に、当社の組織体制をリードしてきた実績を踏ま
え、当社の発展に十分な役割を果たすことが期待できることから、取締役としての選任をお願いするものであ
ります。
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再 任

候補者
番号

２
こん どう かず ゆき

近藤 和行
生年月日

1962年２月10日生

取締役会への出席状況
18/18

所有する当社の株式の数
5,600株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1984年 4 月 株式会社読売新聞社（現 株式会社読売新聞東京本社）入社
2007年 2 月 同社東京本社 編集委員
2016年 4 月 同社論説委員 兼 編集委員
2019年 4 月 同社調査研究本部総務
2020年 6 月 札幌テレビ放送株式会社 取締役 報道局・コンプライアンス推進室担当
2021年10月 株式会社読売新聞東京本社 メディア局総務
2021年10月 当社顧問

2021年11月
当社代表取締役社長 兼 COO COO執行役員 経営全般、経営戦略局、報道局、配信コンテ
ンツbiZ局、人事局、総務局、ファシリティ管理室担当 兼 コンプライアンス担当、働き方改
革推進委員長

2022年 9 月
当社代表取締役社長 社長執行役員 経営全般、経営戦略局、コンテンツ戦略局、人事局担当
兼 コンプライアンス担当

2023年 9 月
当社代表取締役社長 社長執行役員
経営全般、営業統括、経営戦略局、人事局担当（現任）

取締役候補者とした理由

近藤和行氏は、新聞社、放送局における幅広い業務の経験と、高い見識を有しており、当社の発展に十分な役
割を果たすことが期待できることから、取締役としての選任をお願いするものであります。
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再 任

候補者
番号

３
た さき かつ や

田﨑 勝也
生年月日

1961年10月29日生

取締役会への出席状況
18/18

所有する当社の株式の数
5,100株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1987年12月 社団法人民間活力開発機構（現 一般社団法人民間活力開発機構）入構
2002年10月 株式会社電通 入社
2007年10月 当社入社 営業２部担当部長
2013年 6 月 当社執行役員営業局長
2015年11月 当社取締役営業局長
2017年11月 当社常務取締役ソリューション営業局長 兼 営業局担当

2021年 8 月
当社取締役常務執行役員 営業戦略局、アニメbiZ局、制作局、配信コンテンツbiZ局、
トータルマーケティング＆PR局担当

2021年11月
当社取締役専務執行役員 営業統括 営業局、営業戦略局、営業業務推進局、アニメbiZ局、ト
ータルマーケティング＆PR局担当

2022年 9 月
当社取締役専務執行役員 営業局、開発営業局、営業推進局、アニメbiZ局、配信コンテンツ
biZ局、トータルマーケティング＆PR局担当

2023年 9 月
当社取締役専務執行役員 新規事業創造、営業局、営業推進局、アニメbiZ局、配信コンテン
ツbiZ局、トータルマーケティング＆PR局担当（現任）

取締役候補者とした理由

田﨑勝也氏は、広告業界における豊富な経験と、当社営業部門における十分な実績を有していることから、取
締役としての選任をお願いするものであります。
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新 任

候補者
番号

４
まつ とも だい すけ

松友 大輔
生年月日

1973年10月２3日生
所有する当社の株式の数

0株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1996年 4 月 中京テレビ放送株式会社 入社
2009年 9 月 株式会社角川春樹事務所 入社
2010年12月 当社入社
2013年 9 月 当社営業局営業業務推進部長
2014年 6 月 当社メディア戦略局メディアマーケティング部長
2015年 9 月 当社マーケティング局メディア戦略部長 兼 秘書室長
2016年10月 当社経営戦略局広報・宣伝部長
2017年 4 月 当社マーケティング・コミュニケーション室長
2017年 9 月 当社編成局局長代理
2018年 4 月 当社次世代メディア局局長代理
2019年 1 月 当社スポーツ＆エンターテインメント制作局長
2020年 9 月 当社執行役員 制作局長
2021年 8 月 当社執行役員 報道局長
2022年 9 月 当社執行役員 コンテンツ戦略局長（現任）

取締役候補者とした理由

松友大輔氏は、営業、マーケティング、編成、制作、報道など、放送局の主要部門の経験と十分な実績を有し
ており、これを当社の経営に活かせるものと期待し、取締役としての選任をお願いするものであります。
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新 任

候補者
番号

５
あ く い か おり

阿久井 香織
生年月日

1976年2月22日生
所有する当社の株式の数

1,000株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1996年 4 月 株式会社クロステレビ 入社
2007年 5 月 当社入社
2014年 6 月 当社営業局業務推進部長
2016年11月 当社執行役員 営業局業務推進部長
2018年10月 当社執行役員 営業業務推進局長
2019年12月 当社執行役員 経営戦略局長
2022年 9 月 当社執行役員 営業推進局長（現任）

取締役候補者とした理由

阿久井香織氏は、当社営業推進部門における十分な実績と、経営戦略部門における豊富な経験を有しているこ
とから、これを当社の経営に活かせるものと期待し、取締役としての選任をお願いするものであります。
（注）阿久井香織氏の戸籍上の氏名は小野香織であります。
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再 任 社 外 独 立

候補者
番号

６
やま ぐち かおり

山口 香
生年月日

1964年12月28日生

取締役会への出席状況
17/18

所有する当社の株式の数
0株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2007年 4 月 武蔵大学 人文学部教授
2008年 4 月 国立大学法人筑波大学大学院 人間総合科学研究科准教授
2011年10月 国立大学法人筑波大学 体育系准教授
2014年 6 月 コナミホールディングス株式会社（現コナミグループ株式会社） 社外取締役
2015年11月 当社取締役（現任）
2018年 1 月 国立大学法人筑波大学 体育系教授（現任）
2021年 6 月 コナミグループ株式会社 社外取締役 監査等委員（現任）

（重要な兼職の状況）
国立大学法人筑波大学 体育系教授
コナミグループ株式会社 社外取締役 監査等委員
東京都教育委員会 委員
公益財団法人日本サッカー協会 理事

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等

山口香氏は、女子柔道界の先駆者でありスポーツ文化の向上に多大な貢献をされ、現在は国立大学で教鞭を執
る等、様々な分野で活躍されております。同氏の豊富な経験と幅広い見識は、当社の継続的な成長と中長期的
な企業価値向上に寄与するものと判断しており、引き続き独立した客観的且つ多様な観点からの経営の監督・
チェック機能の一層の強化、スポーツを含む番組全般に対する助言・提案をいただくことを期待し、社外取締
役としての選任をお願いするものであります。
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再 任 社 外 独 立

候補者
番号

７
むら た ひろ ふみ

村田 博文
生年月日

1947年２月10日生

取締役会への出席状況
18/18

所有する当社の株式の数
0株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1970年 4 月 株式会社産業経済新聞社 入社
1977年 5 月 株式会社財界研究所 入社
1988年 9 月 同社「財界」編集長
1991年 9 月 同社取締役編集長
1992年 9 月 同社代表取締役社長 兼 主幹（現任）
2003年 6 月 学校法人拓殖大学 理事（現任）
2018年11月 当社取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
株式会社財界研究所 代表取締役社長兼主幹
学校法人拓殖大学 理事
公益財団法人本庄国際奨学財団 評議員

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等

村田博文氏は新聞社、総合ビジネス誌編集長、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
今後もその経験と見識を活かし、取締役会の意思決定に際して適切な指導をいただくことを期待し、社外取締
役としての選任をお願いするものであります。
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再 任 社 外 独 立

候補者
番号

８
ひ ぐち まさ と

樋口 眞人
生年月日

1957年６月５日生

取締役会への出席状況
15/15

所有する当社の株式の数
0株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1982年 4 月 警察庁 入庁
2007年 1 月 同庁捜査第二課長
2009年10月 同庁情報通信企画課長
2011年 9 月 東京都青少年・治安対策本部長
2013年 6 月 福岡県警察本部長
2015年 1 月 大阪府警察本部長
2016年10月 第一東京弁護士会登録 樋口コンプライアンス法律事務所 弁護士（現任）
2019年 6 月 株式会社ヒガシトゥエンティワン 社外取締役（現任）
2020年 6 月 宮地エンジニアリンググループ株式会社 社外監査役
2021年 6 月 同社社外取締役 監査等委員（現任）
2021年 8 月 太陽ケーブルテック株式会社 社外取締役（現任）
2022年11月 当社取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
樋口コンプライアンス法律事務所 弁護士
第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会 委員
一般財団法人学士会 代議員
株式会社ヒガシトゥエンティワン 社外取締役
宮地エンジニアリンググループ株式会社 社外取締役 監査等委員
太陽ケーブルテック株式会社 社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等

樋口眞人氏は弁護士資格を有しており、警察庁の幹部や弁護士、社外取締役としての豊富な経験を活かし、取
締役会の意思決定に際して適切な指導をいただくことを期待し、社外取締役としての選任をお願いするもので
あります。
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（注）１．各取締役候補者と当社の間に特別な利害関係はありません。
２．齋藤知久氏は、当社の親会社である株式会社ビックカメラに2009年６月入社後、同月当社に出向し

ており、過去10年間に同社の業務執行者であったことはありません。また、同社を2012年８月に退
職しております。

３．当社は、全取締役を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保
険会社との間で締結しております。当該保険契約は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこ
と又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を、当該保険契約によ
り填補するものであります。本議案が承認可決され各取締役候補者が選任された場合、当該保険契約
を更新する予定であります。また、松友大輔氏、阿久井香織氏が選任された場合、両氏は選任後に被
保険者となります。

４．山口香氏、村田博文氏、樋口眞人氏は会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者
であります。

５．山口香氏、村田博文氏、樋口眞人氏は株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規
定する独立役員の候補者であります。

６．山口香氏は、国立大学法人筑波大学の体育系教授及びコナミグループ株式会社の社外取締役 監査等
委員を兼務しております。なお、当社とこれらの兼職先との間には重要な取引その他の関係はありま
せん。

７．村田博文氏は、株式会社財界研究所の代表取締役社長兼主幹及び学校法人拓殖大学の理事を兼務して
おります。なお、当社とこれらの兼職先との間には重要な取引その他の関係はありません。

８．樋口眞人氏は、一般財団法人学士会の代議員、株式会社ヒガシトゥエンティワンの社外取締役、宮地
エンジニアリンググループ株式会社の社外取締役 監査等委員及び太陽ケーブルテック株式会社の社
外取締役を兼務しております。なお、当社とこれらの兼職先との間には重要な取引その他の関係はあ
りません。

９．山口香氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって８年となります。
10. 村田博文氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって５年となります。
11. 樋口眞人氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって１年となります。
12. 当社は山口香氏、村田博文氏、樋口眞人氏との間で会社法第427条第１項の規定により、同法第423

条第１項に定める賠償責任の限度額を法令が規定する額とする旨の責任限定契約を締結しておりま
す。なお、本議案が承認可決され各氏が選任された場合、上記責任限定契約を継続する予定でありま
す。

以 上
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事 業 報 告
（2022年９月１日から2023年８月31日まで）

Ⅰ 企業集団の現況に関する事項
１．事業の経過及び成果
全体的概況
当連結会計年度における我が国経済は、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果も

あって景気は緩やかに回復しております。一方、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の
先行き懸念等、海外景気の下振れが我が国における景気の下振れリスクとなっており、引き続
き金融資本市場の変動等の影響を注視する必要があります。
当社を取り巻くＢＳデジタル放送業界は、デジタル放送受信機の普及に伴い、視聴可能世帯

数の増加が大いに期待されております。なお、テレビメディア広告費は、１兆8,019億円（前
年比98.0％）となり、そのうち当社を含む衛星放送メディア関連の広告費は、1,251億円（前
年比103.5％）となっております。（「2022年 日本の広告費」㈱電通調べ）
このような状況下、当社は「質の高い情報を提供することで 人々に感動を与え 幸せな社会

づくりに貢献します」を経営理念として中長期的な成長を実現するため、コンテンツの価値最
大化を目指しております。放送事業収入だけではなく、配信ビジネスやイベントの実施といっ
た非放送分野の事業開発にも取り組みながら、開局15周年に伴って制作、放送された特別番
組をはじめ、効果的な広告宣伝、広報施策を実施いたしました。

［レギュラー番組］
2022年10月の番組改編では、特別番組の放送で既にご好評いただいておりました『中山秀

征の楽しく１万歩！小京都日和』をレギュラー番組として放送開始いたしました。また、歴史
教養番組『偉人・素顔の履歴書』は６月に『偉人・敗北からの教訓』として、番組の切り口を
変え、より多くの歴史ファンに満足いただけるよう内容もパワーアップして放送しておりま
す。不定期放送番組として、角野卓造さんと近藤芳正さん出演の『おやじ京都呑み』もご好評
いただいているほか、４月の番組改編では『太田和彦のふらり旅 新・居酒屋百選』が毎週の
レギュラー番組として復活し、放送５年目に突入した『八代亜紀 いい歌いい話』では10月に
行われたパリ公演の模様を新春２時間スペシャルとして放送する等、コンテンツの拡充に努め
ました。
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また報道番組では、『速報ニュース インサイドOUT』の放送開始時間を統一し、より見や
すい編成にいたしました。『報道ライブ インサイドOUT』では、８月に「ニッポンの宿題」
と題し、スタジオセット等の演出を変え、外交・安全保障・環境問題といった様々なテーマに
沿って番組を放送する等、内容をより一層充実させて放送いたしました。
『ディスカバリー傑作選』では、『名車再生！』『魅惑のアクアリウム』等、様々なジャンル

のコンテンツを厳選し放送しているほか、ドラマジャンルの拡充にも努め、SNS等で大きな反
響を得た中国ラブロマンス時代劇『山河令』等のアジアドラマや、新設された「ドラマアンソ
ロジー」枠でご好評いただきました『チーム・バチスタ２ ジェネラル・ルージュの凱旋』等、
日本ドラマも多数放送いたしました。

［特別番組］
経営ビジョンである “豊かで 癒される 教養・娯楽番組” として、当期は春・夏・秋・冬

と季節ごとに四季折々の京都の魅力をお届けする番組を㈱京都放送と共同制作し、放送いたし
ました。また、開局15周年記念特別番組として、開局以来初の自社制作オリジナルドラマ
『恋は50を過ぎてから』を放送し、その後、当番組は「2023年日本民間放送連盟賞番組部門
テレビドラマ 優秀賞」を受賞いたしました。また、夏の花火・祭り番組では、「感動をテレビ
で！全国の夏祭り生中継」と銘打ち、『生中継！青森ねぶた祭 ほとばしれ！北国の魂』、『生中
継 第１回ぎふ長良川花火大会』等、日本全国各地の花火や祭りを生中継でお届けいたしまし
た。
スポーツ番組では昨年に引き続き、女子ソフトボール「JD.LEAGUE」の開幕戦を放送した

ほか、2022年11月と2023年７月には『ブンデスリーガ ジャパンツアー』を放送。更に、若
き侍ジャパンが躍動した『WBSC U-18 ベースボールワールドカップ2022』や、女子ソフト
ボール元日本代表の山本優さんと、ビックカメラ高崎に所属し、2022シーズン東地区MVPに
輝いた濱村ゆかりさんらが出演し、スポーツ×地方×観光が一体となった番組『スポーツで未
来をつなぐ fromおおいた』も放送いたしました。
このほか、㈱テレビ和歌山との共同制作番組『弘法大師 空海とともに～1250年の祈り～』

等、ローカル局とのコラボレーション施策も積極的に実施したほか、毎年恒例の、山の日にち
なんだ特別番組も放送いたしました。

2023年10月16日 15時48分 $FOLDER; 21ページ （Tess 1.50(64) 20230919_01）



― 21 ―

［アニメ関連事業］
「ＡＮＩＭＥ＋」枠では、製作委員会参画作品を含むアニメ関連番組を、毎クール約40タ

イトル放送しております。このほか、「アニメプラス」枠では「BS11ガンダムアワー」と題
し、珠玉のガンダムシリーズを放送しております。年末年始には、主催した『アニメロサマー
ライブ2022 -Sparkle-』をテレビ独占放送する等、特別編成を行いました。加えて、アニメ
ソング番組『Anison Days』、エンターテインメント情報番組『アニゲー☆イレブン！』等、
幅広い年齢層のファンのニーズにお応えできるよう、様々な切り口でアニメ関連番組を放送い
たしました。
また、『AnimeJapan2023』や『とちてれ☆アニメフェスタ2023』等のアニメイベントへ

の出展や協賛等、イベント事業をはじめとした幅広い展開を実施いたしました。

［配信コンテンツ］
当期の重点施策である「コンテンツ力の強化」、「コンテンツの有効活用による価値最大化」、

「『非放送分野』の拡大」を目的とし、当社独自の動画配信サイトBS11+（プラス）のサービ
スメニューをリニューアルし、自社制作番組及び関連コンテンツのネット配信強化、配信プラ
ットフォーム拡大を実施いたしました。
BS11+では、３月に全番組見放題プランに統一し、１月より『報道ライブ インサイド

OUT』の見逃し配信、５月からは㈱毎日映画社との協業による昭和の貴重な映像をお届けす
るコンテンツ『昭和あの日のニュース』の配信を開始いたしました。また、即興テイストのク
ッキングドラマ『ボクの即興ごはん～竹財輝之助のひとりキッチン～』等をはじめ、様々なジ
ャンルのオリジナルコンテンツの配信も実施いたしました。
また、BS11公式YouTubeでは、放送では紹介できなかったエピソードやアフタートーク満

載の番組派生コンテンツ『偉人・敗北からの教訓・こぼれ噺』を配信したほか、社内企画募集
で選出されたコンテンツ『アドベンチャーワールドのパンダたち』、YouTubeで話題のピアニ
スト「みやけん」とコラボした『リコリス・リコイル×黒板アート×ピアノ』、『ようこそ！中
国ドラマの “沼” ～鶴唳華亭から知る魅力～』を制作、配信いたしました。更に、グループ会
社である㈱国土社の児童書を映像化した『歌で聴く絵本「ようかいむら」シリーズ』や、アニ
メジャンルからは、㈱文化放送のインターネットラジオ「超！ A&G＋」とのコラボ企画『ワ
ールドダイスターRADIO☆わらじ』も配信いたしました。
引き続き、U-NEXT、FOD、FANYチャンネル、ビデオマーケット等、外部プラットフォー

ムでの課金配信に加え、５月からはTVerでの見逃し配信を開始する等、より多くの方々に
BS11のコンテンツに触れていただけるよう配信プラットフォームの拡大に努めてまいります。
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［その他事業・マルチ展開施策等］
「コンテンツの有効活用による価値最大化」、「『非放送分野』の拡大」という当期の重点施

策を基に、番組関連グッズのネット販売等、様々な施策に取り組みました。BS11公式通販サ
イト「BS11SHOP」では『大人のバイク時間 MOTORISE』のオリジナルグッズや、『太田和
彦のふらり旅 新・居酒屋百選』に出演中の太田和彦さん監修「奈良・吉野杉 間伐材コースタ
ー ねんりん」等の販売を開始。また、リアルイベント・生配信・アーカイブ配信・特別番組
放送とマルチに展開させた『貴公子たちの音楽会 Vol.2～春（スプリング）～』も前回に引き
続き大変ご好評いただきました。
このほか新たな試みとして、BS11+で配信されているコンテンツの魅力を特集記事でお伝

えするサイト「BS11+トピックス」を７月にオープンいたしました。また、『ボクの即興ごは
ん～竹財輝之助のひとりキッチン～』シーズン２ではタイアップ企業の商品を使ったオリジナ
ルレシピを開発し、YouTubeでのインフォマーシャルを通して商品購入ページへの誘導を図
る取り組みを実施いたしました。更に、「令和五年 夏巡業 大相撲 恵庭場所」へ協賛する等、
放送以外の様々な事業を展開いたしました。
今後も放送に加え、配信、その他事業等を通して幅広いニーズに応えることができるよう、

努めてまいります。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は 12,417,299千円（前期比 1.4％増加）となり
ました。営業利益は 1,983,485千円（前期比 17.2％減少）、経常利益は 2,015,123千円
（前期比 15.9％減少）、親会社株主に帰属する当期純利益は 1,386,329千円（前期比 13.3
％減少）となりました。

2023年10月16日 15時48分 $FOLDER; 23ページ （Tess 1.50(64) 20230919_01）



― 23 ―

部門別概況
企業集団の部門別の売上については次のとおりであります。

区 分 金 額（千円） 構 成 比（％）
放送事業収入 10,851,547 87.4
その他収入 1,565,752 12.6

合計 12,417,299 100.0

２．資金調達及び設備投資の状況
当連結会計年度中に実施いたしました設備投資の総額は、1,424,695千円であります。その

主な内容は、スタジオ設備の更新費用1,329,214千円等であります。
なお、設備投資は自己資金を充当し、当連結会計年度中に増資又は社債発行による資金調達

は行っておりません。

３．重要な組織再編等の状況
該当事項はありません。

４．財産及び損益の状況の推移
期 別

区 分

第22期

（2020年８月期）

第23期

（2021年８月期）

第24期

（2022年８月期）

第25期
（当連結会計年度）
（2023年８月期）

売 上 高（千円） 11,394,190 12,004,411 12,250,430 12,417,299
営 業 利 益（千円） 2,189,709 2,669,665 2,394,465 1,983,485
経 常 利 益（千円） 2,195,327 2,741,994 2,395,357 2,015,123
親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 1,490,491 1,866,311 1,599,508 1,386,329
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益（ 円 ） 83.72 104.83 89.84 77.85
総 資 産（千円） 21,419,983 22,972,905 24,241,184 24,756,539
純 資 産（千円） 18,800,278 20,316,171 21,569,255 22,606,354
１ 株 当 た り 純 資 産（ 円 ） 1,055.45 1,140.28 1,210.12 1,267.93
（注）1．当社は、第24期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）

を適用しており、第24期以降の各数値については、当該基準を適用しております。
2．１株当たり当期純利益は、期中平均株式数に基づき算出しております。
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５．重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

当社の親会社は、株式会社ビックカメラで、同社は当社の株式を10,930,136株（持株比
率 61.37％）保有しております。
当社は株式会社ビックカメラとの間で、主に番組のスポンサー契約を締結し、収入を得て

おります。
② 親会社との間の取引に関する事項
イ．当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項

当社は親会社より番組スポンサー契約に基づく放送収入等を得ており、当該取引をする
に当たっては、少数株主の保護のため、当該取引の必要性及び取引条件が第三者との通常
の取引と著しく相違しないこと等に留意し、合理的な判断に基づき、公正かつ適正に決定
しております。

ロ．当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由
当社は、親会社からの独立性確保の観点も踏まえ、独立社外取締役からも当社経営に対

する適切な意見を得ながら、事前に取締役会において多面的な議論を経たうえで、当該取
引の実施の可否を決定しており、当該取引は当社の利益を害するものではないと判断して
おります。
事業運営に関しては、取締役会を中心とした当社独自の意思決定に基づき業務執行をし

ており、上場企業としてのお互いの立場を尊重しつつ経営の独立性を確保しながら、適切
に経営及び事業活動を行っております。

ハ．取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見
該当事項はありません。

③ 重要な子会社の状況
会社名 資本金（百万円） 議決権比率（％） 事業内容

株式会社理論社 10 100.0 児童書等の出版・販売

株式会社国土社 10 100.0 児童書等の出版・販売
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６．対処すべき課題
経営戦略実行のため、当社の対処すべき課題は、以下の２点です。

① 「６つの力
ちから

」の強化・実践
当社は前期に引き続き「マーケティング力

りょく
」、「企画力

りょく
」、「戦略構築力

りょく
」、「実行力

りょく
」、「変

化対応力
りょく

」、「改革推進力
りょく

」の強化・実践を基本戦略と位置付けております。
急激な変化を続ける経営環境を敏感に感じ取り、過去にとらわれず常に新たな挑戦を続

け、充実したデータベースの分析と活用により潜在的な需要を喚起し、皆様のニーズを的確
に捉えた企画を立案、環境変化に応じた資源に対する効率的かつ効果的な戦略構築と、知恵
と知識を結集して戦略を強力に実行、これら６つの「力

ちから
」を強化・実践してまいります。

② 「Ｖａｌｕｅ3」の強力な推進
「６つの力

ちから
」を具現化する重点施策を「Ｖａｌｕｅ3」と位置づけ推進しております。

１．「コンテンツ価値の最大化」･･･マルチ展開可能なコンテンツの創造力強化
２．「投資最適化へ向けた意識改革」･･･ポストコロナ・ポストデフレ時代を見据えた取組みの

徹底
３．「放送周辺事業の強化と発展」･･･アニメ・配信事業を軸とした積極的な事業展開

以上、新たに策定した「Ｖａｌｕｅ3」を強力に推進してまいります。

７．主要な事業内容
区 分 内 容

放送事業収入 タイム収入、スポット収入

その他収入 番組制作料、番組販売料、書籍の販売他
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８．主要な営業所
当社 日本ＢＳ放送株式会社 本社（東京都千代田区）
子会社 株式会社理論社 本社（東京都千代田区）
子会社 株式会社国土社 本社（東京都千代田区）

９．使用人の状況
① 企業集団の使用人の状況

区分 使用人数 前連結会計年度末比
放送事業 104名 7名増

その他事業 29名 4名増

合計 133名 11名増

（注）使用人数には、派遣社員16名は含まれておりません。

② 当社の使用人の状況

区 分
使用人数

平均年齢
当事業年度末 前事業年度比増減

男性 67名 3名増 47.4歳

女性 37名 4名増 40.0歳

合計又は平均 104名 7名増 44.8歳

（注）1．使用人数には、派遣社員15名は含まれておりません。
2．平均年齢は、小数点以下第２位を切り捨てて表示しております。

10．主要な借入先の状況（2023年８月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株式会社みずほ銀行 100,000千円

11．その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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Ⅱ 会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 56,000,000株
（2）発行済株式の総数 17,809,395株（自己株式237株を除く）
（3）資本金 4,186,990千円
（4）株主数 26,262名
（5）大株主の状況

株 主 名
当社への出資状況

持株数（株） 持株比率（％）

株式会社ビックカメラ 10,930,136 61.37

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 435,200 2.44

株式会社テレビ東京ホールディングス 210,000 1.18

株式会社毎日映画社 111,340 0.63

吉田 知広 108,000 0.61

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 103,300 0.58

株式会社毎日新聞社 98,320 0.55

株式会社アームフィールド 93,300 0.52

株式会社ＮＴＴドコモ 80,000 0.45

富士フイルムホールディングス株式会社 80,000 0.45

（6）その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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Ⅲ 会社の新株予約権等に関する事項
１．当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予
約権の状況

新株予約権の名称 第１回
新株予約権

第２回
新株予約権

第３回
新株予約権

発行決議日 2017年
11月14日

2018年
11月13日

2020年
11月11日

新株予約権の数 42個 46個 55個
新株予約権の目的と
なる株式の種類と数

普通株式
4,200株

普通株式
4,600株

普通株式
5,500株

権利行使期間 2017年11月30日から
2047年11月29日まで

2018年11月29日から
2048年11月28日まで

2020年11月27日から
2050年11月26日まで

役員の保有状況
取締役（社外取締役
を除く）

新株予約権の数 22個
目的となる
株式数 2,200株

保有者数 3人

新株予約権の数 36個
目的となる
株式数 3,600株
保有者数 3人

新株予約権の数 40個
目的となる
株式数 4,000株
保有者数 3人

新株予約権の名称 第４回
新株予約権

第５回
新株予約権

発行決議日 2021年
11月17日

2022年
11月16日

新株予約権の数 93個 81個
新株予約権の目的と
なる株式の種類と数

普通株式
9,300株

普通株式
8,100株

権利行使期間 2021年12月3日から
2051年12月2日まで

2022年12月2日から
2052年12月1日まで

役員の保有状況
取締役（社外取締役
を除く）

新株予約権の数 70個
目的となる
株式数 7,000株
保有者数 4人

新株予約権の数 81個
目的となる
株式数 8,100株
保有者数 5人

（注）1.各新株予約権の行使に係る前提条件は、次のとおりであります。
（1）新株予約権の払込金額：新株予約権と引き換えに払い込みは要しない
（2）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額：新株予約権1個当たり100円（1株当たり1円）
2.新株予約権の行使条件は、次のとおりであります。
（1）新株予約権者は、行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日（10日

目が休日にあたる場合には翌営業日）を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行
使できるものとする。
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（2）新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することがで
きる。

（3）その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めると
ころによる。

3．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式
数を調整する。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の
取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる１株未満の株数は、これを切り捨てる。

4．当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が
分割会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に
限る。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力
発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の
日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、
株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立
の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）
を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホま
でに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契
約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、（注）3．に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価
額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じ
て得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交
付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間
表中の新株予約権の行使期間に定める期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い
日から、表中の新株予約権の行使期間に定める期間の満了日までとする。
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⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事
項
ⅰ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規

則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果
１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

ⅱ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記
ⅰ．記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ．に定める増加する資本金の額を減じた額とす
る。

⑦ 新株予約権の行使条件
上記（注）2．記載の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する
ものとする。

⑨ 新株予約権の取得条項
新株予約権者が権利行使をする前に、上記（注）2．記載の新株予約権の行使条件の定め又は
新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役
会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合（株主総会
決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合）は、当社の取締役会が別途定める日
に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ．当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ．当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ．当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ．当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を

要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ．新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得につい

て当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってそ
の全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

２．当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付された新株予約権等の状況
該当事項はありません。

３．その他新株予約権等に関する重要な事項（2023年８月31日現在）
該当事項はありません。
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Ⅳ 会社役員に関する事項（2023年８月31日現在）
１．取締役及び監査役に関する事項

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代 表 取 締 役 会 長 齋 藤 知 久 経営全般 担当
代 表 取 締 役 社 長 近 藤 和 行 社長執行役員 経営全般、経営戦略局、人事局担当 兼 コン

プライアンス 担当
取 締 役 田 﨑 勝 也 専務執行役員 営業局、開発営業局、営業推進局、アニメ

biZ局、配信コンテンツbiZ局、トータルマーケティング＆
PR局 担当

取 締 役 平 山 直 樹 常務執行役員 財務・内部統制・リスク管理担当、総務局、
ファシリティ管理室、内部監査室 担当

取 締 役 遠 藤 寛 執行役員 コンテンツ戦略局、報道局、技術局 担当
取 締 役 山 口 香 国立大学法人筑波大学 体育系教授

コナミグループ株式会社 社外取締役 監査等委員
東京都教育委員会委員
公益財団法人日本サッカー協会 理事

取 締 役 村 田 博 文 株式会社財界研究所 代表取締役社長兼主幹
学校法人拓殖大学 理事
公益財団法人本庄国際奨学財団 評議員

取 締 役 樋 口 眞 人 樋口コンプライアンス法律事務所 弁護士
第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会 委員
一般財団法人学士会 代議員
株式会社ヒガシトゥエンティワン 社外取締役
宮地エンジニアリンググループ株式会社 社外取締役 監査等
委員
太陽ケーブルテック株式会社 社外取締役

常 勤 監 査 役 小 椋 英 正 株式会社理論社 監査役
株式会社国土社 監査役

監 査 役 川 村 仁 志 株式会社ビックカメラ 取締役 副社長執行役員 内部統制本
部長
豊島ケーブルネットワーク株式会社 代表取締役会長

監 査 役 伊 藤 秀 行 株式会社レナサイエンス 社外取締役 監査等委員
監 査 役 横 山 浩 司
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（注）1．山口香氏、村田博文氏及び樋口眞人氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2．取締役山口香氏、村田博文氏及び樋口眞人氏、監査役小椋英正氏、伊藤秀行氏及び横山浩司氏は、株

式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員であります。
3．監査役小椋英正氏、伊藤秀行氏及び横山浩司氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役でありま

す。
4．小野寺徹氏は、2022年11月16日開催の第24回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取

締役を退任いたしました。
5．山口香氏は、2023年6月15日付で任期満了により公益財団法人日本バレーボール協会理事を退任い

たしました。
6．当社は業務執行取締役等でない取締役及び監査役の全員と会社法第427条第１項の規定により、同法

第423条第１項に定める賠償責任の限度額を法令が規定する額とする旨の責任限定契約を締結してお
ります。

7．当社は、全取締役及び全監査役を被保険者として会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責
任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、被保険者がその職務の執行に関
し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を填補
するものであります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置
として、被保険者による悪意又は重大な過失がある場合の賠償金については、填補の対象外としてお
ります。なお、保険料については全額当社が負担しております。

8．監査役伊藤秀行氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有してお
ります。

9．当社は執行役員制度を導入しております。2023年８月31日現在における執行役員（執行役員を兼務
している取締役は除く。）は次の８名であります。

役 職 名 氏 名
執行役員 配信コンテンツbiZ局長 羽 川 寛
執行役員 営業推進局長 阿久井 香 織
執行役員 コンテンツ戦略局長 松 友 大 輔
執行役員 開発営業局長 兼 開発営業部長 小 島 孝 浩
執行役員 経営戦略局長 兼 経営戦略部長 磯 部 なつみ
執行役員 トータルマーケティング＆PR局長 宮 坂 奈緒美
執行役員 技術局長 堀 内 大 緑
執行役員 人事局長 兼 人事部長 米 澤 宇 隆
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10．当事業年度末日の翌日以降における取締役の地位及び担当の異動は、次のとおりです。
氏名 異動前 異動後 異動年月日

近藤 和行
代表取締役社長 社長執行役員
経営全般、経営戦略局、人事局
担当 兼 コンプライアンス 担当

代表取締役社長 社長執行役員
経営全般、営業統括、経営戦略
局、人事局担当

2023年9月1日

田﨑 勝也

取締役 専務執行役員
営業局、開発営業局、営業推進
局、アニメbiZ局、配信コンテ
ンツbiZ局、トータルマーケテ
ィング＆PR局 担当

取締役 専務執行役員
新規事業創造、営業局、営業推
進局、アニメbiZ局、配信コン
テンツbiZ局、トータルマーケ
ティング＆PR局 担当

2023年9月1日

平山 直樹

取締役 常務執行役員
財務・内部統制・リスク管理担
当、総務局、ファシリティ管理
室、内部監査室 担当

取締役 常務執行役員
経営監査室長 内部統制、総務
局、財務本部 担当

2023年9月1日

遠藤 寛
取締役 執行役員
コンテンツ戦略局、報道局、技
術局 担当

取締役 執行役員
技術フェロー コンテンツ強化会
議議長、コンテンツ戦略局、報
道局、技術局 担当

2023年9月1日
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２．取締役及び監査役の報酬等の額
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、2021年８月31日開催の取締役会にて、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定
方針（以下、「決定方針」という。）を以下のとおり定めております。

（1） 役員報酬の基本方針及び体系・構成
当社の取締役の報酬体系は、中長期的な業績向上及び企業価値向上に対するインセンテ

ィブを高め、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的に設定する。取締役の個人
別の報酬の決定に際しては役職や職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とす
る。具体的には固定報酬、業績連動報酬、株式報酬型ストック・オプションで構成する。
なお、社外取締役については、客観的立場から企業経営の状況と取締役の職務の執行を

チェックする役割を担うことから、固定報酬のみとする。
（2） 固定報酬（金銭報酬）の個人別の額の決定に関する方針及び固定報酬に関する事項

固定報酬（金銭報酬）は、各取締役の役職や職責を踏まえ人事部門が個人別の固定報酬
原案を作成する。社外取締役の固定報酬は、各々の果たす役割や専門知識・経験等を考慮
する。その後、取締役の個人別の報酬等の決定について取締役会から一任された報酬委員
会が決定した額を月次の報酬として支給する。

（3） 業績連動報酬（金銭報酬）の個人別の額の決定に関する方針及び業績連動報酬に関する事
項
業績連動報酬（金銭報酬）は、当社の業績や取締役個人の役職や職責、評価に応じて人

事部門が個人別の報酬原案を作成する。その後、取締役の個人別の報酬等の決定について
取締役会から一任された報酬委員会が決定した額を月次の報酬として支給する。
業績連動報酬は、会社業績、個人業績によって算定された額の合計額とする。会社業績

の業績指標は中長期的な業績の向上を図るうえで客観的な指標となる連結・単体の売上高
及び営業利益を業績指標とし、役職別基準報酬に業績に応じた値を乗じて算出する。ま
た、個人業績の指標は各管掌職務の達成度とし、役職別基準報酬に業績指標に応じた値を
乗じて算出する。
※当事業年度に係る会社業績の業績指標は以下のとおりです。

指 標 目標値 実績値
連結売上高 12,500百万円 12,417百万円
連結営業利益 1,810百万円 1,983百万円
単体売上高 11,800百万円 11,625百万円
単体営業利益 1,800百万円 1,970百万円
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（4） 株式報酬型ストック・オプション（非金銭報酬）の割当の決定に関する方針及び非金銭報
酬に関する事項
非金銭報酬である株式報酬型ストック・オプションは、取締役の中長期的な業績向上と

企業価値向上に対する貢献意欲や士気を一層高めることを目的に割当を行う。事業年度終
了後、当社の業績や取締役個人の役職や職責、評価に応じて人事部門が個人別の割当案を
作成する。その後、取締役の個人別の報酬等の決定について取締役会から一任された報酬
委員会が決定し、新株予約権の公正な評価単価の算定等、所定の手続きの後に割当する。
なお、その権利行使については退任時のみ可能とする。

（5） 固定報酬（金銭報酬）、業績連動報酬（金銭報酬）、及び株式報酬型ストック・オプション
（非金銭報酬）の額の割合の決定に関する方針

取締役（社外取締役を除く）の金銭報酬における割合は固定報酬５０％、業績連動報酬
５０％（うち４０％を会社業績反映部分、残り６０％を個人業績反映部分）の比率を基本
として策定し、業績連動報酬は上記（3）のプロセスにより変動する。株式報酬型ストッ
ク・オプションについては、別枠で割当の可否並びに割当数を、上記（4）のプロセスに
より決定する。

（6） 報酬等の内容が方針に沿うものと判断した理由
当該事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会にて報酬委員会へ一

任することを決議した後、同報酬委員会にて決定方針との整合性を含めた多角的な検討を
行い決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断して
おります。

（7） 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法に関する事項
取締役の個人別の報酬等の決定については、取締役の業績等を踏まえて適時・適切な決

定を行うため、取締役会にて報酬委員会へ一任することを決議した後、同報酬委員会にて
決定する。報酬委員会は、固定報酬、業績連動報酬、株式報酬型ストック・オプションの
額及び割当数を確定し、取締役の個人別報酬等を決定する。報酬委員会の委員は各取締役
の職責や担当について俯瞰的に評価することができることから独立社外取締役と代表取締
役にて構成することが最も適していると判断し、客観性及び透明性を高める必要性を重視
し、委員長は独立社外取締役が務める。
※報酬委員会の委員構成は次のとおりです。

委員長 村田博文（社外取締役 独立役員） 委 員 山口香（社外取締役 独立役員）
委 員 齋藤知久（代表取締役会長） 委 員 近藤和行（代表取締役社長）

※担当については「Ⅳ 会社役員に関する事項 １．取締役及び監査役に関する事項」（招集ご通知31
ページ参照）に記載のとおりです。
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② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2007年11月27日開催の第9回定時株主総会において、年額200百

万円以内と決議いただいております（使用人兼務取締役の使用人部分給与は含まない）。当該
株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く。）の員数は２名です。また、別枠で2021年
11月17日開催の第23回定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として取締役
（社外取締役を除く。）に対して、年額50百万円以内と決議いただいております。当該株主総
会終結時点の取締役（社外取締役を除く。）の員数は６名です。監査役の報酬限度額は、
2007年11月27日開催の第９回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいて
おります。当該株主総会終結時点の監査役の員数は３名です。

③ 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 支給人数 報酬等の総額
報酬等の種類別の総額

固定報酬 業績連動報酬 非金銭報酬
取 締 役

（うち社外取締役）
9名

（3名）
177,071千円
（16,500千円）

90,804千円
（16,500千円）

79,333千円
（－）

6,933千円
（－）

監 査 役
（うち社外監査役）

3名
（3名）

22,000千円
（22,000千円）

22,000千円
（22,000千円）

－
（－）

－
（－）

合 計 12名 199,071千円 112,804千円 79,333千円 6,933千円
（注）１．上記の報酬の額は報酬委員会により決定方針に沿って決定されたものであります。

２．上記の報酬の額には、無報酬の監査役１名を含んでおりません。
３．上記の報酬の額には2022年11月16日開催の第24回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役

１名を含んでおります。
４．非金銭報酬の内容及びその交付状況については「Ⅲ 会社の新株予約権等に関する事項 １．当事業

年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況」
（招集ご通知28ページ参照）に記載しております。
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３．社外役員に関する事項
① 他の法人等の社外役員等の兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役山口香氏は、国立大学法人筑波大学の体育系教授及びコナミグループ株式会社の社
外取締役 監査等委員並びに東京都教育委員会の委員、公益財団法人日本サッカー協会の
理事を兼務しております。当社とこれらの兼職先との間には重要な取引その他の関係はあ
りません。

・取締役村田博文氏は、株式会社財界研究所の代表取締役社長兼主幹及び学校法人拓殖大学
の理事並びに公益財団法人本庄国際奨学財団の評議員を兼務しております。当社とこれら
の兼職先との間には重要な取引その他の関係はありません。

・取締役樋口眞人氏は、樋口コンプライアンス法律事務所の弁護士、第一東京弁護士会民事
介入暴力対策委員会の委員、一般財団法人学士会の代議員、株式会社ヒガシトゥエンティ
ワンの社外取締役、宮地エンジニアリンググループ株式会社の社外取締役 監査等委員、
太陽ケーブルテック株式会社の社外取締役を兼務しております。当社とこれらの兼職先と
の間には重要な取引その他の関係はありません。

・監査役伊藤秀行氏は、株式会社レナサイエンスの社外取締役 監査等委員を兼務しており
ます。当社と兼職先との間には、重要な取引その他の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況
・取締役会及び監査役会への出席状況

取締役会（18回開催） 監査役会（15回開催）
出席回数 出席率 出席回数 出席率

取締役 山 口 香 17回 94.4％ - 回 - ％

取締役 村 田 博 文 18回 100％ - 回 - ％

取締役 樋 口 眞 人 15回 100％ - 回 - ％

監査役 小 椋 英 正 18回 100％ 15回 100％

監査役 伊 藤 秀 行 18回 100％ 14回 93.3％

監査役 横 山 浩 司 18回 100％ 15回 100％
（注）取締役樋口眞人氏は2022年11月16日開催の第24回定時株主総会において就任いたしました。

当該総会後、取締役会は15回開催されており、出席率は当該開催回数を基準に算定しております。
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・主な活動状況の概要
主な活動状況

取締役 山 口 香
当事業年度に開催された取締役会18回のうち17回に出席し、また、報
酬委員会の委員を務め、独立した客観的且つ多様な観点から取締役会意
思決定に対する助言・提案を行っております。

取締役 村 田 博 文
当事業年度に開催された取締役会18回全てに出席し、また、指名委員会
及び報酬委員会の委員長を務め、会社の経営者としての見地から適切で
様々な助言を行っております。

取締役 樋 口 眞 人

取締役就任以降、当事業年度に開催された取締役会15回全てに出席し、
また、指名委員会の委員を務め、弁護士としての豊富な知識と経験、多
くの社外取締役経験を基に独立した客観的且つ多様な観点から取締役会
意思決定に対する助言・提案を行っております。

監査役 小 椋 英 正
当事業年度に開催された取締役会18回及び監査役会15回全てに出席し
たほか、常勤監査役として主に財務・会計及び経営全般での豊富な知識
と経験から取締役会の議案審議に必要な助言を適宜行っております。

監査役 伊 藤 秀 行
当事業年度に開催された取締役会18回全てに出席し、監査役会15回の
うち14回に出席し、主に税理士としての専門性の高い税務及び会計の知
見を基に取締役会の意思決定に適切な助言を適宜行っております。

監査役 横 山 浩 司
当事業年度に開催された取締役会18回及び監査役会15回全てに出席し
たほか、主に財務・会計及び経営全般での豊富な知識と経験から取締役
会の議案審議に必要な助言を適宜行っております。
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Ⅴ 会計監査人の状況
１．名称

有限責任監査法人トーマツ

２．報酬等の額
報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 22,900千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 22,900千円

（注）1．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等
の額にはこれらの合計額を記載しております。

2．当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監
査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の
監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条
第１項の同意を行っております。

３．会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障があると判断した場合、会計監査人の解任又は

不再任に係る議案の内容を決定して取締役会に通知し、取締役会は会計監査人の解任又は不再
任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合に

は、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計

監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。
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Ⅵ 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社はＢＳデジタル放送事業者という高い公共性に鑑み、永続的且つ健全な経営の維持に努

めるとともに、財務体質の強化と内部留保の充実を考慮しつつ、将来の事業展開等を総合的に
勘案したうえで、業績に応じ安定した利益配当を実施することを基本方針としております。
当社は定款に取締役会決議による剰余金の配当等を可能とする規定を設けておりますが、第

2５期の期末配当は株主の皆様のご意向を直接伺う機会を確保するために株主総会の決議事項
としております。なお、当期の配当につきましては、１株当たり期末配当2６円といたしたい
と存じます。
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連結貸借対照表
2023年８月31日現在

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形 及 び 売 掛 金

棚 卸 資 産

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機 械 及 び 装 置

土 地

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

差 入 保 証 金

そ の 他

16,669,770

13,599,917

2,325,022

526,429

218,399

8,086,769

7,630,563

2,226,406

1,286,682

4,034,756

82,717

75,296

380,908

104,750

188,501

31,786

55,870

流 動 負 債 2,018,593
買 掛 金

短 期 借 入 金

未 払 金

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

賞 与 引 当 金

そ の 他

固 定 負 債

退 職 給 付 に 係 る 負 債

そ の 他

696,741

100,000

469,572

207,663

268,817

30,000

245,798

131,590

108,789

22,801
負 債 合 計 2,150,184

純 資 産 の 部
株 主 資 本 22,581,057
資 本 金 4,186,990
資 本 剰 余 金 3,520,780
利 益 剰 余 金 14,873,521
自 己 株 式 △234
新 株 予 約 権 25,297
純 資 産 合 計 22,606,354

資 産 合 計 24,756,539 負 債 純 資 産 合 計 24,756,539
（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております）
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連結損益計算書
〔 自 2022年９月１日

至 2023年８月31日 〕
（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 12,417,299

売 上 原 価 6,485,666

売 上 総 利 益 5,931,633

販売費及び一般管理費 3,948,148

営 業 利 益 1,983,485

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 1,177

寄付金収入 32,382

そ の 他 2,420 35,980

営 業 外 費 用

支 払 利 息 4,150

そ の 他 192 4,342

経 常 利 益 2,015,123

税金等調整前当期純利益 2,015,123

法人税、住民税及び事業税 629,987

法 人 税 等 調 整 額 △1,193 628,794

当 期 純 利 益 1,386,329

親会社株主に帰属する当期純利益 1,386,329
（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております）
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連結株主資本等変動計算書
〔 自 2022年９月１日

至 2023年８月31日 〕
（単位：千円）

株 主 資 本
新株予約権 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 4,183,936 3,517,726 13,843,269 △143 21,544,789 24,466 21,569,255

当期変動額

新株の発行
（新株予約権の行使） 3,053 3,053 6,107 6,107

剰余金の配当 △356,077 △356,077 △356,077

親会社株主に
帰属する当期純利益 1,386,329 1,386,329 1,386,329

自己株式の取得 △91 △91 △91

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 831 831

当期変動額合計 3,053 3,053 1,030,251 △91 1,036,267 831 1,037,099

当期末残高 4,186,990 3,520,780 14,873,521 △234 22,581,057 25,297 22,606,354

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております）
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貸借対照表
2023年８月31日現在

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
番 組 勘 定
前 払 費 用
短 期 貸 付 金
そ の 他
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
工 具、 器 具 及 び 備 品
土 地
無 形 固 定 資 産
商 標 権
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
繰 延 税 金 資 産
差 入 保 証 金
そ の 他

16,103,847
13,422,761
1,769,237
269,209
35,023

500,000
107,615
8,091,800
7,629,056
2,225,394

145
1,286,682

82,077
4,034,756
69,378
3,894

63,052
2,431

393,365
104,750
14,000

186,959
31,786
55,870

流 動 負 債

買 掛 金

未 払 金

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

前 受 金

賞 与 引 当 金

預 り 金

固 定 負 債

退 職 給 付 引 当 金

そ の 他

1,567,220

618,848

403,929

199,645

259,136

35,248

30,000

20,411

127,084

108,789

18,295
負 債 合 計 1,694,304

純 資 産 の 部
株 主 資 本 22,476,045
資 本 金 4,186,990
資 本 剰 余 金 3,520,780
資 本 準 備 金 3,520,780
利 益 剰 余 金 14,768,509
そ の 他 利 益 剰 余 金 14,768,509
繰 越 利 益 剰 余 金 14,768,509

自 己 株 式 △234
新 株 予 約 権 25,297
純 資 産 合 計 22,501,343

資 産 合 計 24,195,647 負 債 純 資 産 合 計 24,195,647
（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております）
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損益計算書
〔 自 2022年９月１日

至 2023年８月31日 〕
（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 11,625,402

売 上 原 価 6,066,995

売 上 総 利 益 5,558,406

販売費及び一般管理費 3,587,587

営 業 利 益 1,970,819

営 業 外 収 益

受 取 利 息 336

受 取 配 当 金 1,037

そ の 他 2,042 3,415

営 業 外 費 用

そ の 他 21 21

経 常 利 益 1,974,213

税 引 前 当 期 純 利 益 1,974,213

法人税、住民税及び事業税 613,023

法 人 税 等 調 整 額 △1,193 611,830

当 期 純 利 益 1,362,382
（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております）
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株主資本等変動計算書
〔 自 2022年９月１日

至 2023年８月31日 〕
（単位：千円）

株 主 資 本

新株予約権 純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

そ の 他
利益剰余金
繰 越 利 益
剰 余 金

当期首残高 4,183,936 3,517,726 13,762,204 △143 21,463,724 24,466 21,488,190

当期変動額

新株の発行
（新株予約権の行使） 3,053 3,053 6,107 6,107

剰余金の配当 △356,077 △356,077 △356,077

当期純利益 1,362,382 1,362,382 1,362,382

自己株式の取得 △91 △91 △91

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 831 831

当期変動額合計 3,053 3,053 1,006,304 △91 1,012,321 831 1,013,152

当期末残高 4,186,990 3,520,780 14,768,509 △234 22,476,045 25,297 22,501,343

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております）
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2023年10月11日
日本BS放送株式会社
取締役会 御中

有 限 責 任 監 査 法 人 ト ー マ ツ

東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 野 辺 純 一
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 関 信 治

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、日本ＢＳ放送株式会社の2022年9月1日から2023年8月31日までの連結

会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査
を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本ＢＳ放送
株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に
対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結
計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違
以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが
求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示する

ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか

どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断
を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、

実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企
業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、
又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。
監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を
負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査
人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
その内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2023年10月11日
日本ＢＳ放送株式会社
取締役会 御中

有 限 責 任 監 査 法 人 ト ー マ ツ

東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 野 辺 純 一
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 関 信 治

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、日本ＢＳ放送株式会社の2022年9月1日から2023年8月31日までの

第25期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書
（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等
に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対
して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書
類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外に
その他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが
求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示するこ

とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、
我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事
項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断
を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、

実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査
人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はそ
の内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査役会は、2022年9月1日から2023年8月31日までの第25期事業年度における取締役の職務の執行
に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告
いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、当期の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について

報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査方針、監査計画等に従い、
取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努め
るとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状
況を調査いたしました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なもの
として会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容
及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、監査役会が定めた内
部統制システムに係る監査の実施基準に準拠し、取締役及び使用人等からその構築及び運用状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。子会社については、
子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の
報告を受けました。

③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第5号イの留意した事項及び同号ロの判断及
び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加
えました。

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従
って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認め
られません。
財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において開示すべき重要な不備は
ない旨の報告を取締役等及び有限責任監査法人トーマツから受けております。

④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害
さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の
判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年10月11日
日本ＢＳ放送株式会社 監査役会

常勤監査役 小椋 英正 ㊞

監 査 役 川村 仁志 ㊞

監 査 役 伊藤 秀行 ㊞

監 査 役 横山 浩司 ㊞

（注）監査役小椋英正、監査役伊藤秀行及び監査役横山浩司は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に
定める社外監査役であります。

以 上
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日
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株主総会会場ご案内図
会 場：東京都千代田区大手町一丁目３番７号

日経ビル３階 日経ホール

（交通のご案内）
地下鉄 大手町駅 C2b出口直結
■東京メトロ 千代田線

半蔵門線
丸ノ内線
東西線

■都営地下鉄 三田線

「大手町駅」神田橋方面改札より 徒歩約４分
「大手町駅」皇居方面改札より 徒歩約５分
「大手町駅」丸の内方面改札より 徒歩約７分
「大手町駅」中央改札より 徒歩約９分
「竹橋駅」 大手町方面改札より 徒歩約３分
「大手町駅」大手町方面改札より 徒歩約７分

※ 駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮ください
ますようお願い申し上げます。
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